
 

 

商品概要説明書 
（平成 17年 4月 1日現在適用中） 

 

１．商品名 
 

 

・貯蓄総合口座（ハットトリック） 
 

 

２．ご利用できる方 
 

 

・個人のお客さま 
（注）個人名義でも、営業性預金の取扱いはできません。 
 

 

・「普通預金」・「貯蓄預金」・「定期預金」・「自動融資」を一冊にまと
めた通帳です。定期預金の他、積立定期預金、定期積金、国債等もセット
できます。  

預金の種類 期間 預入金額 

普通預金 出し入れ自由 １円以上 

貯蓄預金 出し入れ自由 １円以上 

定期預金 １ヶ月以上 10 年以内 １万円以上 

 

３．商品内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国債等公共債 
国債等の種類によって異なり
ます。 

国債等の種類によって異な
ります。 

 

４．預入方法・利息 
 

 

・各々の商品の規定によります。 
 

５．貸越極度額 
 

 

・つぎの①と②の金額の合計額とします。 
 ①この取引の定期預金、積立定期預金、定期積金残高の合計額の 90％ 
または 500 万円のうちいずれか少ない金額。 

  ②（利付国債、政府保証債、地方債については額面金額の 80％）＋（割引
国債については額面金額の 60％）ただし、上限 200 万円。 
・未成年の方は貸越のご利用はできません。 
 

 

６．貸越利率 
 
 

 

・定期預金・積立定期預金を担保とする場合は約定利率に 0.50％上乗せした
利率 
・定期積金を担保とする場合は約定利回りに 0.70％上乗せした利率 
・国債等公共債を担保とする場合は店頭掲示の総合口座貸越利率表記載の利
率 

 

７．担保設定順位 
 

 

・貸越利率の低いものから順に担保とします。 
・定期預金、積立定期預金または定期積金を担保とする貸越利率と国債等公
共債を担保とする貸越利率が同一の場合は、まず定期預金、積立定期預金
定期積金を担保とします。 
・定期預金、積立定期預金または定期積金を担保とする貸越利率が同一の場
合は、預入日（継続をしたときはその継続日）または初回払込日の早い順
序に従って担保とします。 

 

８．貸越金利息の 
徴求 

 

 

・貸越金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を 100 円とし、毎年 2
月と 8月の当行所定の日に、1年を 365日として日割計算のうえ普通預
金口座から引落し、または貸越元金に組入れます。 



 

 

９．付加できる特約 
  事項 
  

 

 

・スウィングサービス（定期スウィング） 
 お客さまの指定日に総合口座の普通預金残高が一定額を超えた場合に自動
的に定期預金を作成します。 
 ①振替指定日･･･毎月 8日・18日・28 日のいずれか 1日 
 ②振替ライン･･･普通預金残高 20 万円または 30万円 
 ③振替金額･･･10 万円以上 50万円以下で 10 万円の整数倍 
 ④作成する定期預金の種類･･･スーパー定期・期日指定定期・変動金利定期 
 ⑤自動解約･･･定期預金（自動作成のもの、それ以外のものともに対象）満

期到来の都度、当座貸越が発生していれば、当該定期預金を
自動的に解約し、普通預金に入金（貸越金の返済）します。
当座貸越が発生していない場合は、自動継続します。 

 
・スウィングサービス（貯蓄スウィング） 
 貯蓄預金と普通預金との間で毎月一定日にあらかじめ指定した額（基準残
高を指定していただきます。）を自動的に資金移動させるサービスです。 
 ①対象･･･同一店内、同一名義の普通預金と貯蓄預金 
 ②種類・内容 
  ａ．順スウィング･･･普通預金の基準残高超過分を貯蓄預金に振替 
  ｂ．逆スウィング･･･普通預金の基準残高不足分を貯蓄預金から振替 
 ③振替指定日･･･順スウィング、逆スウィングそれぞれ毎月２回まで任意の

日を指定いただきます。 
 ④普通預金基準残高･･･３万円以上１円単位で指定いただきます。 
 

10．中途解約時の取 
    扱い 
 

 

・各々の商品の規定によります。 

 
11．預金保険の適用 
 

 
    
 

 
・普通預金、貯蓄預金、定期預金、積立定期預金、定期積金については 
１人あたり元本 1,000万円までとその利息等が保護されます。 
・普通預金（決済用）については全額保護の対象となります。 
・国債等公共債については適用対象外です。 

 

12．その他参考と 
なる事項 

 

 

・貯蓄預金は公共料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債元
利金等の自動受取りにはご利用できません。 
・各種預金の商品内容については、それぞれの商品概要説明書をご参照くだ
さい。 
 

 
 

 


